
 

船舶事故調査報告書 

令和５年９月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月２５日 ２２時５２分ごろ 

発生場所 愛知県南知多町師崎
もろざき

水道 

 師崎港沖防波堤東灯台から真方位１２４°５２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４１.９′ 東経１３６°５９.０′） 

事故の概要 油タンカー扇和
せ ん わ

丸は、北進中、また、海上タクシー勇盛
ゆうせい

は、東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年９月７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 油タンカー 扇和丸、４９８トン 

   １４２３１６、センコー汽船株式会社、芝興マリン有限会社 

Ｂ 海上タクシー 勇盛、１６トン 

   ２８０－２９９４１愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、重油約１,０００ｔを積載

し、愛知県衣浦港に向け、大分県大分港を出港した。 

 船長Ａは、単独の操船で伊良湖水道航路を北進して通過し、師崎水

道南口を約１０.７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自

動操舵により北進していたところ、レーダーにより左舷船首方約５５°

８００ｍ付近にＢ船を認めた。 

 船長Ａは、Ｂ船が東進していたので南知多町日間賀島に向かう小型

船舶と考え、Ｂ船が左舷方からＡ船に向けて航行していたが、衝突の

危険があれば避航船に当たるＢ船がＡ船を避けると思い、Ｂ船から目

を離し、船首方のみの状況を目視しながら、同じ針路及び速力で航行

を続けていたところ、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、日間賀島で乗せた旅客３人を南

知多町師崎港で下船させ、同町日間賀島西港に向けて帰途に就いた。 

 船長Ｂは、操舵室右舷側にある操縦席に腰を掛け、手動操舵によ

り、師崎港港外に向けて約１３kn の速力で航行していたところ、眠気



 

 

を感じたが、すぐに日間賀島西港に到達するので眠気を耐えることが

できると思い、そのまま航行を続けた。 

船長Ｂは、師崎港南防波堤灯台を通過し、目標としていた下瀬礁灯

標に向けて東進を始めたのち、居眠りに陥り、衝突の直前に目を覚ま

し、Ａ船に気付いて右舵を取ったが避けることができず、Ｂ船とＡ船

とが衝突した。 

分析  Ａ船は、北進中、船長Ａが、レーダーにより左舷船首方に東進する

Ｂ船を認めた際、避航船に当たるＢ船がＡ船を避けると思い、Ｂ船か

ら目を離して船首方のみの状況を目視しながら航行を続けたことか

ら、Ａ船に接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、東進中、船長Ｂが、眠気を感じていたものの、短時間の航

行であるので眠気を耐えることができると思って航行を続けるうちに

居眠りに陥り、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、右舷船首

方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が北進中、Ｂ船が東進中、船長Ａが、レーダ

ーにより左舷船首方に東進するＢ船を認めたが、避航船に当たるＢ船

がＡ船を避けると思い、Ｂ船から目を離して船首方のみの状況を目視

しながら航行を続け、また、船長Ｂが、眠気を感じたものの、短時間

の航行であるので眠気を耐えることができると思って航行を続けるう

ちに居眠りに陥り、同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝

突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶の操船者は、接近する他船を認めた場合、自船が保持船であ

っても安易に相手船が避けると思わず、他船と安全に通過するま

で、その動静を監視すること。 

 ・船舶の操船者は、航行中に眠気を感じた場合、立って操船する、

外気に当たる、コーヒーを飲む等して居眠りを防止する措置を採

り、必要に応じ、運航を中止して休息をとること。 


